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教職大学院現職院生による教育施策分析の実践
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in Shizuoka prefecture 
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要旨

本稿は、静岡大学教職大学院学校組織開発領域に所属する現職院生が平成 27年から平成 28年にかけて

授業外で実施した教育施策分析における実銭を報告するととを目的とする。対象とする教育施策は、ここ数

年、知事と教育委員会の対立が報じられてきた静岡県とし、具体的には、①「教育行政のあり方検討会」を

通じた学校経営計画書の書式、②全国学力・学習状況調査の結果を受けた授業スタイルの変更、③議会の質

問を端に発した補助教材の選定方法、④新教育長の人事について、 「教育施策の変容」と「学校現場におけ

る受容」という観点から分析を行った。乙の実践を通じて新聞記事検索等を用いた教育施策の背景を調査す

ることや、研究会での議論を通じて全体像を把握することの重要性等の認識を高めることができた。今後は、

教育施策分析の方法の精織化を図るとともに、それらを通じて身についた資質能力を検証することを模索し

ていきたい。

キーワード:教職大学院、現職院生、教育施策分析

はじめに

本稿は、静岡大学教職大学院学校組織開発領域に所

属する現職院生が、平成 27年から平成 28年にかけ

て正規の授業外で実施した教育施策分析に関する実践

を報告することを目的とする。

静岡大学教職大学院(以下、本学教職大学院)は、

「学校や地域の特性を踏まえた教育実践の改善を職員

問の協同に基づいて企画・立案・実践・評価する高度

な実践的指導力を備えた教員の育成を図る」ことを理

念としている。その上で、現職院生に対しては「地域

や学校において指導的・中核的な役割を果たす高度で

優れた実践的指導力を備えたスクールリーダーの養

成J、学部卒業者に対しては「新しい学校づくりの有

力な担い手として自ら積極的に取り組み、将来的にリ

ーダー的役割を果たすことができる新人教員の養成」

をすることが目的とされ、学校組織開発領域、生徒指

導支援領域、教育方法開発領域、特別支援教育領域に

分かれて指導している。

*静岡大学大学院教育学部

**静岡大学大学院教育学研究科大学院生

このうち、学校組織開発領域では管理職の育成も含

めたスクールリーダーを養成することを志向してお

り、現職院生のみが所属している。すでに修了後に指

導主事として教育委員会等で勤務するケースも増えて

きていることから、教職大学院において教育施策につ

いて学ぶことの重要性の認識が高まっている。

とれまでも共通科目である「学校経営の実践と課

題Jや選択科目である「教育政策の流れと学校論」な

どの正規の授業において教育施策を扱ってきたが、時

間の制約などにより、大学教員が教育施策の概要を講

義することが多く、現職教員が主体的かつ能動的に教

育施策について背景を調べることや、施策の導入によ

って生じた変化を分析することなどはほとんど行われ

てとなかった。

そこで、平成 27年 10月より、学校組織開発領域

に所属する 1年生から構成される研究会が設けら

れ、静岡県教育委員会が実施した教育施策のいくつか

について、現職院生が調べた内容を共有し、全体協議

を経て文章にまとめるという形式で実施した。

以下では、研究会における協議の経緯を記した後、

現職院生による教育施策分析のまとめを記述すること

で、本実践で得られた成果と課題をまとめる。
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1 研究会における協議の経緯

第 1回研究会では静岡県教育委員会が実施した教

育施策を分析することを院生に伝えた上で、どの教育

施策を事例とするかについて協議を行つた。その中

で、ここ数年マスコミ等で報じられていた「川勝知事

vs静岡県教育委員会」の構図を深く理解したいとい

う方向で意見がまとまり、①「あり方検討会」を通じ

た県立高校における学校経営計画書の書式変更、②全

国学力・学習状況調査結果を受けた指導方法等の変

容、③補助教材選定の明確化、④新教育長人事、を各

現職院生に割り当てることになった。

次に、各事例の実態を掴むために、本学からアクセ

スできる「静岡新聞データベース plus日 経テレコ

ン」からキーワード検索を行い、該当する記事を収集

した。その上で、「静岡県知事vs静岡県教育委員会」

の構図がどのように報じられたのかを把握するため

に、時系列的に表にまとめた。

上記の表を元にしながら協議をする中で、静岡県に

おける教育施策は、これまでは教育委員会や学校現場

を含めた「教育界」が独自に展開してきたことに対し

て、静岡県知事の「問題提起」によって、静岡県教育

委員会は「教育界」以外への「説明責任」が求められ

てきたのではないかという意見に集約された。

一方で、学校現場においてはどのように認識されて

いるのかを調べることの必要性が議論され、各事例に

ついて資料収集や関係者ヘインタビュー調査を実施し

て事例をまとめた。収集したものを元にして議論を展

開する中で、学校現場では静岡県教育委員会が重視せ

ざるを得なかったと推測される「『教育界』以外への

説明責任」という観点はほとんど認識されておらず、

教育界にEll的 な変化が生じたとまでは言えないのでは

ないか、という意見に集約された。このような状況を

生み出す要因の 1つ として、学校現場において教育

施策が展開される背景等について認識が低いからであ

り、それを克服するためにも教職大学院等において教

育施策を分析することの重要性が現職院生間で共通認

識として持たれた。

以上の経緯を迪りながら、現職院生が各自で担当し

た教育施策について、①事例の概要、②教育施策の変

化、③学校現場における受容と課題、④本事例から得

られた知見と示唆の4点についてまとめた。以下で

は、各事例をまとめたものを報告する 1。

2 現職院生による教育施策分析

(1)あ り方検討会における県立学校経営への影響

①事例の概要

平成 23年度、教職員の不祥事による懲戒処分 2が

続発し、安倍徹教育長 (以下、安倍教育長)は、臨時

校長会で「万策を尽くしてきたが、新たな対応をしな

いといけない」と強い危機感を訴えた (『静岡新聞』

2011年 10月 21日 付lll刊 )。 一方、川勝知事は、

「(不祥事の続発は)教育行政自体の中に原因がある

とみている。教育は県民の最大関心事。教育現場を踏

まえ、教育行政の現実を知らせたい」と教育行政に問

題提起する目的を示し、「教育行政のあり方検討会」

(以下、検討会)の新設を決定した (『静岡新聞』

2012年 2月 24日 付朝刊)3.検討会でまとまった意

見書は4区分40項目からなり、意見書骨子は、①教

育委員会の責任と能動的な活動、②市町教育行政の主

体性と自立、③事務局の組織体制、④県立学校の経営

に対する関与である (『静岡新聞』2013年 3月 10日

付朝刊)4。

②教育施策の変化

検討会の意見書を受けて、県教育委員会事務局の組

織が改編され、平成 29年度までに 100人規模の事務

局の教員を段階的に学校に配置することとなった

(『静岡新聞』2013年 9月 26日 付朝刊)5。 県立学

校では、学校経営計画書の期待する効果として、「誰

が、何を、いつまでに、どうする」といつた記載項目

及び作成時期などを幅広く見直すことが提案された。

そうした審議の結果により、学校経営計画書の書式及

び内容は、図 1のように変わつた 。。平成 26年度以

降は、県立学校の書式が統一されて、「1.目 指す学校

像」の中に「(2)日標具現化の柱」が掲げられ、

「2.本年度の取り組み」に「取組目標、達成方法

(取組手段)、 成果日標、担当部署Jの欄が設定され

た。また、年度末の報告書では、自己評価 (ABC)。

関係者評価 (ABC)・ 意見 (記述)の欄が設けられ、

こうしたシステムが導入されたことにより、教員は、

学校の成果目標に即した自己目標の設定をすることが

求められるようになった。

図 1県立学校経営計画書

(出典 :県立学校 HPよ り筆者が一部加筆)

機  蹴     1級 名

f:朧
2中露的E標
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③学校現場における受容と課題

学校経営計画書に、「担当部署Jの欄が設けられ、

担当する責任者が明確となった。教員は、自己目標シ

ート 7に学校経営計画書の「成果目標」から自己目標

を設定し、 1年間の自己評価に反映させることになっ

た。このことは、教員に、自己の業務が学校経営のど

の部分で、関わっているのか客観視できるという利点が

示された。一方で、全体を僻敵し自己の業務と他の担

当部署が協働して学校経営に参画していこうとする意

識の醸成が図られたかについての検証は、課題として

残されている。

④本事例から得られた知見と示唆

静岡県での教育行政のあり方検討会は、川勝知事の

方針である「教育行政の実態を県民にさらすこと」を

目的に行われた。検討会は、教育に外部の声を取り入

れ、改善策を考える機会となったといえる。また、県

立学校では、学校経営計画書の書式が統一され、それ

ぞれの部署での目標がはっきりと示されるようになっ

た。計画書により成果目標における個人の責任は明確

になったが、学校経営全体を術轍する視点を持つ教員

が増えたかという点については今後の検証が待たれ

る。特に、高等学校は、教員個々の専門性が重視され

る側面が強い。このため、目標に対して全職員が協力

して取り組む協働意識を持たせることは困難である、

という課題がより顕著になったともいえる。学校経営

全体を術敵し、個々の教員それぞれの専門性を大事に

した取組へと円滑につなげるような役割、いわば担当

部署間のコーディネーターの役割を担う教員が、今後

重要となる。

(2)全国学力・学習状況調査の反省意識

①事例の概要

平成 25年4月に実施された全国学力・学習状況調

査(以下、全国学力調査)の結果が、問年 8月27日

に公表され、静岡県小学校6年生の国語Aの平均正

答率が、全国平均より約 5ポイント低く、全国最下

位であることが明らかとなった。また、小学校 6年

生は、国語Aを含み、国語 B、算数A、算数 Bのす

べての調査で全国平均を下回った(~静岡新聞~ 2013 

年8月28日付朝刊)。

乙れを受け、川勝知事は、定例記者会見で、国語A

の平均正答率が県内下位 100校の校長名公表を検討

する考えを明らかにした (li静岡新聞~ 2013年 9月

10日付朝刊)。川勝知事は子どもの学力の責任は教員

にあることを強調し、県民に対して、説明責任を果た

していく考えを示した( li静岡新聞~ 2013年9月 11

日付朝刊)。しかし、乙れに対して、県教委から大き

な抵抗を受けるとととなったえ全国学力調査の実施
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要領には「学校名を公表しない」というルールが記載

されているが、 JII勝知事は「校長名は学校名ではな

い」と主張した。最終的には、平成 25年 9月20

日、国語Aの全国平均正答率を上回った公立小学校

上位 86校の校長名を、 50音順で公表した。川勝知事

は公表理由を["(努力している)教員を褒めるため」

としている( li静岡新聞~ 2013年 9月21日付朝

刊)。

②「教育界Jへ及ぼした変化

一連の全国学力調査をめぐる騒動を受け、静岡県内

における調査結果の活用方法、教育現場の学力への意

識及び授業改善など、、これまで暖昧になっていた点が

見直された。県教委は授業改善の参考となるように

「チアアップファイル」を作成し、静岡県総合教育セ

ンターは全国学力調査の過去問題を参考にして「チア

アップシートJを作成した。また、「付けたい力」を

身に付けさせるための授業づくりが進められた。それ

まで主流になっていた「学習課題」ー「学習問題」と

いう流れが取り払われ、「学習課題(問題)の提示を

早くし、子どもが取り組む時間と振，り返りの時間を十

分に確保」する授業スタイル重視されるとととなり、

例えば掛川市では「かけがわ型授業スタイル」が作成

された(図 2)。

く傍>

導 入

学習課題

学習問題

追 究

まとめ

ーー.. 
_.・・・・・，・ー崎亭 E

， ， 
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， 
， ， 

.... ・H..--_.................... 

導 入 (5分〕

学習問題 (5分〉

追 究 (25分)

まとめ (1U"'15泊)

図2かけがわ型授業スタイル

(出典:["かけがわ学力向上ものがたりJ(2014) 

筆者が一部加筆)

③学校現場における受容と課題

掛川市では全市を挙げて授業改善に取り組んでい

る。平成 25年度から平成 27年度における掛川市の

全国学力調査平均正答率の結果は(表 1) の通りであ

る。これを見ると、掛川市の全国学力調査の結果は、

平成 25年度から平成26年度にかけ、大幅に改善し

ていることが分かる。しかしながら、授業改善が学力

調査結果の好転に直接的に影響しているかは定かでな

い。小学校国語Aの全国最下位という結果が出た翌

平成 26年度から、多くの学校で「チアアップシー

ト」の活用に取り組んでおり、とれも調査結果へ影響

を及ぼしたと考えられる。村山功静岡大学教授も「過

去問題の活用で子どもの構えができたことは一つあ
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る」と述べている (『静岡新聞』2014年 8月 26日

付朝刊)。 ただし、平成 28年度現在、全県的にはチ

アアジプシー トの活用は積極的には行われていないよ

表 1 掛川市と全国および静岡県との全国学力調査平

. 均値比較 (掛川市のデータをもとに筆者が作成)(◎≧

3%,  3>〇 >0,  0>△ >-3,  二3≧ ▲)

うであるヽ

また、「かけがわ型授業スタイル」の確立は、授業

において子どもが主体的に学ぶ機会を増やし、それが

学力向上につながるという利点がある。一方で、発達

障害の児童生徒をはじめ、学習の定着に時間を要した

り、他者とのかかわりに困難を示したりする児童生徒

にとつては、基礎基本を定着させる時間を多く確保し

てあげることが必要な場合もある。

さらに、全国学力調査が関連する教科は国語、算数

(数学)、 理科であり、他教科の教員は授業改善の必

要性を強く感じない恐れがある。「かけがわ型授業ス

タイル」を大切にしつつ、教員は目の前にいる子ども

たちの実態を把握し、創造力を働かせて授業づくりを

していく必要がある。

④本事例から得られた知見と示唆

全国学力調査小学校国語Aの結果が、全国最下位

という事実を発端にした川勝知事の教育への問題提起

は、静岡県の教育の在り方に示唆を与えた。校長名公

表から始まり、調査結果の分析・活用、授業改善の取

り組みなど、静岡県がこれまで牧歌的な雰囲気の中、

積極的には取り組んでこなかつた状況にメスが入れら

れた。各市町では調査結果の分析・活用が進み、授業

改善に取り組み、教育の責任を負う党悟を再確認し

た。しかしながら、一部の教員はlB態依然の授業スタ

イルを維持し続けていたり、研究発表会等の一部の機

会でのみ授業スタイルを変えたりするなど、教員間の

温度差が大きいといえる。平成 25年度の全国学力調

査小学校国語Aの最下位から3年が経とうとしてい

る今、一部の関係者を除いては、授業改善や結果の分

析・考察への関心が薄まりつつある1%このままでは

再び全国学力調査の結果が下降する可能性がある。し

かし、何よりも目の前にいる子どもたちが、学習指導

要領が示す確かな学力を身に付け、心身ともに健やか

に成長できるよう、教員は日々 研鑽に励むべきであ

る。

(3)補助教材選定問題と「補助教材『取扱いガイ

ドライン酌 の策定

①事例の概要

平成 25年度の全国学力調査小学校 6年国語A最下

位の結果に端を発した補助毅材の選定をめぐつて、平

成 25年 10月 5日 県議会一般質問で「新年度が始ま

る前に教材選定手続きが行われている」「地区によつ

て特定の業者のシェアが高い」として疑間視されたこ

とに対して、安倍教育長は「学習指導が円滑に進めら

れるように、年度末や年度初めに各学校の実情に応じ

て決定しているJと 説明した。対応に関しては「県内

小中学校を対象に、教材の選定方法について市町教委

に実態調査を指導する」という方針を示した (『静岡

新聞』2013年 10月 5日 付朝刊)。

川勝知事は平成25年 10月 25日 の定例記者会見で、

県内の公立小中学校長が退職後に幹部に就いている静

岡県学校生活協同組合連合会 (以下、学生協)の販売

システムに対し「教員が商売しているのと同じで本当

におかしい」と批判し、学生協が扱う学校用品や静岡

県出版文化会が編集する補助教材の販売手法に触れ、

「両方とも元校長を中心にした本県独自のシステム、

県内にも品質の良い学校用品を作る企業があり、学生

協の販売は自由競争ではないJと 指摘した(『静岡新聞』

2013年 10月 26日付朝刊)。

静岡県行財政改革推進委員会 11は県内の公立学校で

使われる補助教材の選定に関する意見書案において、

「(現在の)仕組みそのものを断ち切る党悟で今後の改

革に取り組む必要がある」と指摘した。県教委に対し

ては、教材作成・販売に関わる民間 3団体 (静岡県出

版文化会、静岡教育出版社、学生協)に改革の実現を

働きかけ市町教委にも的確に指導や助言を行うよう要

請した (『静岡新聞』2015年 2月 19日 付夕刊)。

②教育施策の変化

静岡県行財政改革推進委員会の意見書を踏まえ、学

校における補助教材の取扱いについて、「補助教材『取

扱いガイドライン』J(以下、「取扱いガイドライン」)

が策定された 12。

現在、各学校において補助教材の選定の公平性等を

より高め、保護者への説明を充実させるために「取扱

いガイドラインJ力:活用されている。また、補助教材

の取扱いについて、校長や教員と教材会社との関わり

方などの一層の適正化を図るよう指示されている。さ

らに、市町教委おいてはtmrの学校管理規則等に基づ

く補助教材の届出 。承認に関する手続きを適確に履行

/1ヽ 学 校 中学校

平均

比較
科 目

掴
Ａ

国

B

算

Ａ

算

Ｂ

国

Ａ

国

Ｂ

算

Ａ

算

B

全
国

H25 ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ◎

H26 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

H27 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

県

H25 ○ △ ○ △ ○ 〇 ○ 〇

H26 ○ ○ 〇 ◎ ○ ◎ ◎ ◎

H27 △ ○ ○ △ ○ ◎ ◎ ◎
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するとともに、各学校に補助教材が適正に取り扱われ

るよう指導を行っている。補助教材選択資料に関して

「取扱いガイドライン」では、前年度に補助教材の効

果を検証した上で「評価資料」(図 3)の作成及び新年

度の補助教材の見本を収集し、新年度に前年度の「評

価資料」をもとに選択基準により「選択資料」(図 4)

を作成し、補助教材の候補を選択することとされてい

いガイドライン」(静岡県教育委員会)P13)

図 4 使用補助教材選択資料 (補助教材「取扱いガイ

ドライン」(静岡県教育委員会)P14)

③学校現場における受容と課題

図 5 静岡県内公立小学校で採択された補助幣材の静

岡県教育出版社のシェア (%)(県教委が県議会に提

出した資料を基に筆者が作成)

「取扱いガイドライン」には、「補助教材の見本は一

業者に偏ることなく、複数の業者の見本を収集して比

較・検討することで、より教育効果があがる補助教材

に結び付く」とある。静岡県図書教材協会の調査で地

区別の特定業者シェアが明らかになり、教育界も自由

競争へと開かれたものになるきつかけとなつたと言え

る。図 5は静岡県内公立小学校で採択された補助教材

の静岡県教育出版社のシェアを表している。小学校主

要 4教科の単元テストで、静岡県出版文化会が編集し

た静岡教育出版社のシェアを見ると平成 25年度は

86%だ つたが、県教委の F取扱いガイドライン」策定

後の平成26年度には68%に減少している。特に、全

国学力調査結果の公表の際に校長名が掲載されなかつ

た富士市などでは静岡県教育出版社のシェアけ大きく

減少した (静岡新聞 2014年 9月 3日 付朝刊)。

しかし、この補助教材問題は平成25年度の全国学

力調査小学校6年国語疇 下位の結果に端を発してい

ることから、「全国学力調査で主答率をあげるための

補助教材」を選ばなくてはならないという教員の意識

が反映されている可能性がある。正答率をあげること

だけを目的とした補助教材では、授業内容の充実や政

善にはつながらない。

各学校は「取扱いガイドライン」に沿って、より教

育効果のあがる補助教材を決定するために「評価資

料」と「選択資料」を作成し、補助教材の「選択」か

ら「決定」までの記録を残している。これらを有効に

活用することで、教員目線ではなく子どもにとって適

切な補助教材を使用することや、補助教材の使用によ

って授業内容の充実や改善にもつなげていくことが課

題であると言える。

④本事例から得られた知見と示唆

川勝知事が補助教材の販売方法に疑間を投げかけた

ことで、静岡県の教育界の閉鎖性を一般社会に明らか

にすることとなり、学校における補助教材については

「取扱いガイドライン」により「校長、教員と教材会

社等との関わり方」などと共に、一層の適正化が進め

られている。

学校は補助教材を何のために使うのか、その目的を

明確に説明できなければならない。学習指導要領の趣

旨を理解した上で「取扱いガイドライン」に沿いなが

ら「評価資料」や「選択資料」を適切に利用し、日の

前の子どものために必要なものをしっかりと把握して

補助教材の選定をしていくことが求められる。今後

も、効率や成果、結果だけにとらわれるのではなく現

場の教員の感党や子どもの置かれている状況を大切に

した議論が必要である。

(4)教員出身者以外からの教育長承認問題

①事例の概要

1で述べた「教育行政のあり方検討会」では、県教

育長について、他県では教員出身者以外を充てるケー

スの方が多いということが明らかにされたく『静岡新聞』

2013年 3月 31日 付朝刊)。 当時教育長には、高校校

長経験のある安倍教育長が就いていたが、度重なる不

祥事、学力問題、教育委員会制度の見直し等の背景も

あり、川勝知事は、平成 26年 1月 、教員出身者から

使用補助漱lI選 択齋‖

主要4教科単元テスト

反復練習用ドリル

0  20  40

口平成25年度

″
′

∩
フ
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の県教育長登用を改める方針を正式に表明したが (『静

岡新聞』2014年 1月 6日 付朝刊)、 安倍教育長は辞意

を否定、続投を表明した (『静岡新聞』2014年 2月 6

日付朝刊)。 それに対し、川勝知事は「監督としては失

格Jと安倍教育長続投を批判した (『静岡新聞』2014年

2月 10日付朝刊)。

平成 26年度は安倍教育長が続投したが、平成 27年

2月 、安倍教育長は任期を 1年残して退任する意志を

固めた (『静岡新聞』2015年 2月 16日 付朝刊)。 川勝

知事が教員出身者以外から教育長を登用する意向を示

していることを受け、県議会 2月 定例会において、溝

日紀子県教育委員長は新教育長について、「知事のイエ

スマンでは教育委員会が形骸化する」と発言した (『静

岡新聞』2015年 2月 20日 付朝刊)。 しかしこうした

抵抗感もある中、県知事部局は、新教育長に、静岡県

立大学名誉教授高木桂蔵氏を起用する方針を固めた

(『静岡新聞J2015年 2月 23日付朝刊),高木氏起用

に対して、「過去の経歴に疑義がある」として、溝口県

教育委員長は高木氏の経歴聴取を要請し (『静岡新聞』

2015年 3月 10日 付朝刊)、 再審査を開始した。県議

会は「過去に逮捕歴」と報告し (『静岡新聞』2015年

3月 10日付朝刊)、 総務委員会,臨時会において高木

氏起用の人事案を否決した (『静岡新聞』2o14年 3月

18日 付朝刊)。 これにより県教育長は年度当初不在と

なった。平成 27年 5月 、川勝知事は、静岡県立大学

前学長の木苗直秀氏を起用する人事案を提出し、県議

会は臨時会にて木苗氏起用人事案に同意し(『静岡新聞』

2015年 3月 27日付朝刊)、 新教育長には木苗氏が正

式に就任した (『静岡新聞』2015年 5月 20日 付朝刊)。

図 6静岡県教育委員会定例会における安倍前教

育長と木首教育長の発言内容比較 13

これまでの慣例とは異なる教員出身者以外からの教

育長登用について、その属性による発言内容の違いを

分析することで、これまでの教育長と新教育長の立ち

位置の違いと変化を見てみたい。静岡県教育委員会定

例会における安倍前教育長と木首教育長の発言内容を

比較してみると、安倍前教育長は、教員出身の教育長

ということもあり、教育施策に関して、教育委員から

出てきた意見に対して、今後どうするかという具体的

返答や、施策についての説明、学校現場の実態につい

ての説明が多いのに対し、本苗教育長は、教育施策に

対する意見や質問を述べる発言が多い。安倍前教育長

は、教育施策を推進する立場で教育現場に関すること

を他の委員に説明する「教育現場の代表」という立ち

位置であるのに対し、本苗教育長は、教育現場につい

て他の委員に説明を求め、自らの教育に関する見解を

述べて教育界をより良い方向に進めようという「教育

行政の長」という立ち位置であることが窺える。

③学校現場における受容と課題

安倍前教育長と木苗教育長の発言内容比較から見る

メリットとしては、教育現場だけの価値観ではなく、

広く社会全体の価値観で教育施策が決められていく可
~能

性があることや、経験からだけではなく、根拠に基

づいた施策となっていくという期待がある。他方で、

教員出身者以外の教育長だと、これまでのように教育

現場の実態や困難さを代弁することは難しいことが予

想される。今後、教員出身者以外の教育長が学校現場

の実態を把握した上で施策を検討することが求められ、

教育界もそのことを受け止めて、子どもたちや学校現

場に混乱を招かない教育施策となるようにしていくこ

とが必要である。しかしながら、義務教育段階の一般

教員にとって県教委長及び教委は違い存在であり、知

事が問題提起した教育施策であつても大きな影響や変

化を認識するとは限らないことが推測される。

④本事例から得られた知見と示唆

今回の教育長承認問題では、これまでの慣例を変

え、教員出身者以外から教育長を人選しようとする川

勝知事と、知事が慣例を崩そうとすることに対して危

機感をもつ教育界が抵抗するという構図が浮き彫りに

なつた。これまで教育界が大切にしてきたものを守っ

ていくことは勿論重要であるが、受容という側面から

見ると川勝知事がこれまでの慣例を崩そうとしたこと

は、教育行政組織のあり方や教育施策と教育の方向性

を誰が決めるのかという問題を考え、学校現場が無自

党に踏襲してきた慣例を省察し、開かれた教育界とし

て外部からの意見も時に受容し、変わっていくべきも

のと変わらず大切にしていくべきものを精査していく

必要性を示唆したとも言える。

まとめ

②教育施策の変化

章見に対しての今後

のnf■返薔

教育施策についての

説明

学校現場の実態につ

いての説明
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本稿は、現職院生が授業外で実施した教育施策分析

について報告した。これらの成果が具体的に表れるの

は現職院生が学校現場等へ戻った後になるが、この実

践を通じて新聞記事検索等を用いた教育施策の背景を

調査することや、研究会での議論を通じて全体像を把

握することの重要性等の認識は高まったように推察さ

れる。

ただ、正規の授業外であったことから時間等の制約

があり、分析についても客観性を持った証拠や科学的

な分析・検証を行うところまでには至らなかったとと

もに教育施策分析を通じて現職院生に身についた資質

能力を検証するまでには至らなかった。次期学習指導

要領改訂作業の中でキーワードとして示されている

「開かれた教育課程Jや「カリキュラムマネジメン

ト」を学校現場で具現化するためには、一般教員が教

育界の「外Jの動向をふまえながら、教育界全体を術

敵した上で自らの教育活動を省察し、改善を図ること

が求められると言える。このような視点や力量を備え

た教員を育成につなげられるように、現職院生による

教育施策の捉え方を育成する手法等の改善を図りた

V~。

<註>
1 rはじめに」、 1、「まとめJは島田、 2(1)は福

元、 2(2)は梅田、 2(3)は津瀬、 2(4)は鈴木が

担当した。

2 平成 23年は 13件が懲戒処分となった。

3 r教育行政のあり方検討会」は、県教委の機能発揮

や市町教委、学校への支援などのテーマを中心に議論

された。座長は興直孝静岡文芸大理事とし陰山英男氏

ら外部有識者 9人の委員で構成。会合は 6月、 9月、

12月に行われ、 3月の最終会合で意見書がまとめられ

知事に提出された。

4不祥事が続発したことに端を発した検討会であった

が、教育行政体制の見直しに主眼が置かれ、不祥事対

策は盛り込まれなかった。

5 組織見直し案のポイントは、教育事務所に地域支援

課(仮設)を創設。市町教委の自立や学校を支援、小

規模自治体に県費負担の指導主事を条件付きで配置、

事務局の教員出身者の学校への配置は今後 5年間で

100人規模を想定。

6 平成 16年度から校長が主体的に予算編成から執行

までを行う学校経営予算制度を実施。学校経営計画書

に具体的な取組目標(数値目標)を記載するようにな

っていた。

7 r教育行政のあり方検討会J参考資料(平成 24年 6

月16日)(5)教職員人事評価制度に記載。自己目標シ

ートは、教職員が、学校経営目標、グループ目標との

連鎖のもとに、重点的に取り組む内容について今年度

の目標を設定し、年度末に自己目標の達成度を評価、
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これを次年度の目標設定や業務の改善に生かす、とな

っている。

8 県教委は定例会(平成 25年 9月13日)にて，川勝

知事に対し(校長名の)非公表を要請する方針を決め，

同 17日に安倍教育長が川勝知事に直接要請した。

9 iチアアップシート」および「チアアップファイル」

の活用状況について，静岡大学教職大学院現職院生

(小・中学校籍の教員)を中心に調査したところ，所

属校にて前者のみ使用していると回答した学校が 6校，

後者のみ使用していると回答した学校は 0校，両方と

も使用していないと答えた学校は 19校であった。

10平成 25年度に当時 6年生だった児童が，本年度中

学3年生として調査を受けることから，注目は集まっ

た。

11静岡県では、「静岡県行財政改革大綱J(計画期間:

平成 26--29年度)の取組状況の検証・評価、進捗管

理や一層の改革が必要な課題、時代の変選による新た

な課題について検討するため、「静岡県行財政改革推進

委員会Jを設置し、企業経営者、学識者らの意見を、

改革に反映させている。平成 26年度は、年間 7回開

催。

12補助教材「取扱いガイドラインJ(平成 28年 3月改

定版)は静岡県教育委員会義務教育課ホームページに

掲載されている。

(http://www.pref.shizuoka.jplkyouiku.kk・060/)

13静岡県教育委員会HPの定例会議事録より筆者が教

育長の発言を分類し集計したもの。安倍前教育長は平

成 23年度定例会(第 1回~第 23回)、木苗教育長は

平成 2千年度定例会(第 4回~第四回)での発言。

公開されている資料の制約により、安倍前教育長は就

任2年目、木苗教育長は就任 1年目の発言を分析し

た。


